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　７月20日、元宮内庁長官・富田朝彦の、「昭和天皇」ヒロ
ヒトの靖国神社への「Ａ級戦犯合祀」への「不快感を表明」し
た、メモの存在が明らかになった。「昭和天皇」は戦後８回、
靖国に「参拝」しているが、1978年の「Ａ級戦犯合祀」後に
行かなくなったのは、やはりそのためであるという点が大き
くクローズアップされ、マスコミは大騒ぎであった。そして
「天皇の心」に抗してまで、小泉首相は今年の８月15日に靖
国神社に参拝をするのか否かが注目された。
　しかし、内外の強い反対の声をまったく無視して、小泉首
相は、日本の植民地支配と侵略戦争をまるごと正当化してい
る、あの「侵略神社」へハッキリと「公式参拝」の形式をとと
のえて参拝した。
　私（たち）は、この参拝に強い怒りを持たざるをえない。そ
れは「昭和天皇」の気持ちを小泉首相が踏みにじったからな
どではない。マスコミは、「Ａ級戦犯合祀」を「不快」とする
彼の平和主義者ぶりを、しきりとキャンペーンし続けている
が、ヒロヒトこそが、あの植民地支配・侵略戦争の最高責任
者（それも批判が許されない絶対神聖なる存在）であったと
いう、あたりまえの歴史的事実を前提にすれば、彼の「Ａ級
戦犯合祀」非難はまったく笑止千万な話ではないか。
　占領政策に天皇は不可欠と考えていたGHQ（マッカーサ
ー）と「国体」（天皇制）護持を最優先した日本の支配者たち
が組んで、天皇は「東京裁判」の証人として出席させられるこ
ともなくすみ、東条英機などの軍人のトップに、その責任は、
もっぱらかぶせられたにすぎないのだ。
　首相の靖国参拝への、かつて侵略された地の人々の強い怒
りは、あたりまえである。しかし私は、「Ａ級戦犯合祀」と外
交的配慮という点からのみ、首相の参拝への批判・疑問を提
示する、マスコミのトーンにもいらだちを持つ。

　この間、マスコミの中では後景に退けられてしまっている、
首相の参拝は、憲法20条（信教の自由、政教分離）違反であ
ることを声を大にして主張したい。
　①「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いか
なる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行
使してはならない」。③「国及びその機関は、宗教教育その他
いかなる宗教的活動もしてはならない」。
　この原則を首相が公然と足蹴にし続けることが、どうして
許され続けているのか。憲法第99条は「天皇又は摂政及び
国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を
尊重し擁護する義務を負う」という「憲法尊重擁護義務」を明
記している。いったい、首相の憲法破壊を、マスコミはどう
して強く批判しないのか。
　憲法問題との関係でいえば、「天皇発言」をテコに強まった
「Ａ級戦犯分祀」論の流れの中に、新たな靖国神社国家護持論
が強力に浮上してきている事に、注目しなければなるまい。
厚生省が調査し発行する「祭神名票」にもとづいて戦後も靖
国神社への「合祀」がなされ続けてきたという事自体が、憲法
の政教分離原則の違反であるが、神社の「国家護持」は、かつ
ての侵略戦争を支えた「国家神道」の形式の復活であり、憲法
20条の全面破壊だ。
　このプランには、おそらく自民党新憲法案の政教分離規定
の緩和がおりこまれている。強い「非宗教化」を前提とする
国家護持はかつて靖国神社側に拒否されたという体験がある
からである。
　首相の靖国参拝は憲法破壊であり、これをめぐる動きの中
に「改憲」を前提にする策動があらたに公然化してきたので
ある。私（たち）は、これと正面から対決していかなければな
らない。　　　　　　　　　　　　　　（天野恵一／事務局）

大方の予測を裏切らないで、小泉首相は靖国を参拝し
た。そして麻生外相は、わざわざ政教分離を「盾」にして、
靖国神社の非宗教法人化を提案している。天皇や首相
が靖国に行くことができるようにするために。◆かつ
て「国家護持法案」が出た時点での靖国側の論理は、靖
国神社という名前は変えずに、「神社創建以来の由緒・
伝統による儀式、行事並びにその他重要事項は、その歴
史を尊重し、本質を維持保全する」というものだった。

当時は宗教色を棄てられない靖国がこの法案をあきら
めた形だが、今回の麻生案や自民党の「新憲法草案」は、
それをも「社会的儀礼」や「慣習」といった欺瞞で乗り越
えようというものなのだ。◆形や「憲法」を変えても靖
国の本質は変わらないし、むしろ、より強固になってし
まう。せっかく小泉がこれだけの靖国論議をする土俵
を作ったのだから、いいチャンスなのだ。戦争責任や歴
史にまともに向き合う機会にしたらいいのに。（玉子）

憲法（政教分離原則）破壊の小泉首相の「靖国」参拝を糾弾する！
－－－改憲を前提とする新たな「国家護持」を許すな
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　８月15日早朝、小泉首相は予測に違わず靖国神社に参拝
した。この暴挙に対してさまざまな反対運動が取り組まれた
が、今年に関して特記すべきは韓国から250人、台湾原住民
から50人の派遣団が来日し、韓国・台湾・沖縄・日本の民
衆による「平和の灯を！ヤスクニの闇へ」共同行動が８月11
日から15日までの５日間連続で闘われたことである。
　日本軍軍人・軍属として侵略戦争に動員され、戦死し、遺
家族の意思とはまったく無関係に靖国に合祀された旧植民地
出身の人びとは台湾人が２万8000人、韓国・朝鮮人が２万
2000人にのぼっている。これに対して韓国や台湾原住民の
遺家族は、靖国神社に「合祀」の取り下げを要求し続けた。し
かし靖国神社はにべもなくそれを拒否し続けた。台湾の現立
法院委員（国会議員）で台湾原住民族のチワス・アリ（中国語
名：高金素梅）さんは語っている。
　「2002年８月、私と数人の原住民がはじめて靖国神社に
行き、合祀の名簿を差し出し、高砂義勇隊犠牲者を祀らない
よう要求しました。しかし靖国側はぬけぬけとこう答えまし
た。『英霊は既に神となって一つの火の玉となっている。分
離することはできない』」。

　チワス・アリさんたちは小泉首相の靖国参拝をやめるよう
求める裁判を大阪地裁に提訴し、１審では敗訴となったが昨
年９月の大阪高裁判決では小泉首相の靖国参拝を「違憲」と
する画期的な判断が下された。
　韓国でも映画「あんにょんサヨナラ」に描かれた李煕子
（イ・ヒジャ）さんのように、戦死・戦病死した父や兄の靖国
合祀取り消しを求める闘いが続いている。今年５月25日に
は韓国人遺族147人の「合祀取り下げ」要求をふくむ訴訟で、
東京地裁は原告敗訴の不当判決を言い渡した。しかし韓国国
会では昨年５月に「靖国神社の韓国人合祀取り下げ及び日本
閣僚などの靖国神社参拝中断促求決議」が、また11月には
「日本総理などの靖国神社参拝糾弾決議」が可決されており、
台湾でも今回チワス・アリさんが小泉首相宛に提出した「靖
国参拝反対・合祀反対の申し入れ書」には28人の立法院委
員が署名している。東アジアの諸国では日本の首相の靖国参
拝反対・旧植民地出身の戦死者の「合祀取り下げ」の訴えは、
「国民的」世論となっているというべきだろう。
　７月20、21両日にはソウルで「靖国国際学術シンポジウ
ム」も開催された。こうした状況の中で取り組まれた今回の
「平和の灯を！ヤスクニの闇へ」行動は、東アジア民衆の共同
の意思として、首相の靖国参拝を通した「侵略肯定のメッセ
ージ」を拒否し、民衆自身の連帯した闘いとして「東アジアの
平和」を作りだそうとするものであった。
　５日間連続行動は８月11日午後３時に開催された参院議
員会館での院内集会から始まった。院内集会では韓国の与野
党国会議員８人が参加し、日本からは共産党の笠井亮、赤嶺

政賢衆院議員、緒方靖夫参院議員、社民党の福島みずほ党
首・参院議員、保坂展人衆院議員、そして無所属の糸数慶子
参院議員が出席した。院内集会終了後、内閣府への申し入れ
行動と並行して首相官邸前で「小泉首相は靖国へ行くな」の
声を響かせた。午後７時から弁護士会館で行われた「出発集
会」の後の霞が関キャンドルデモには、韓国の国会議員を先
頭に200人が参加した。
　８月12日には、韓国の国会議員団が靖国神社への「面会・
申し入れ」を行い、午後７時からは東京駅近くの常磐橋公園
から日比谷公園までの「銀座キャンドルデモ」が行われた。
このデモには「還我祖霊」（祖先の魂を返せ）などと大書した
大横断幕を掲げた台湾原住民の派遣団50人も参加し、デモ
参加者は300人となった。
　８月13日には神保町の日本教育会館大ホールに入り切ら
ない1000人の結集で集会が行われた。高橋哲哉さん（東大
教員）の講演、李金珠（イ・グムジュ）さん（光州遺族会会長）、
金城実さん（沖縄靖国違憲訴訟原告団長）、チワス・アリさん
の証言、金希宣（キム・ヒスン）さん（韓国国会議員）、李煕子
（イ・ヒジャ）さん（合祀取り消し訴訟韓国人遺族代表）、今村
嗣夫さん（弁護士、共同行動共同代表）の発言を受けた後、第
２部のコンサートでは台湾原住民の「飛魚雲豹音楽工団」の
演奏、韓国の子どもたちによる歌、朴保コンサートという多
彩な内容で集会は大いに盛り上がった。会場に参加している
韓国人元「軍隊慰安婦」も紹介され、大きな連帯の拍手が寄せ
られた。集会終了後のデモはライトアップされた靖国の大鳥
居をにらみながら「反靖国」の訴えを1000人で高らかに発
していった。
　８月14日は酷暑の中で、明治公園で午後２時からコンサ
ートやアピール。韓国、台湾、沖縄、日本の音楽や各地域か
らの訴え、韓国のシャーマンの儀式などが多彩に繰り広げら
れた。そしてこの集会の最後に午後７時半から1000人以上
の参加で「YASUKUNI NO」のキャンドル人文字を作りだす
ことに成功したのである。
　８月15日、早朝５時半からは靖国神社近くで台湾原住民
族の派遣団が座り込み行動に決起。また首相参拝の報に怒り
を燃やしながら、午前８時半には坂本町公園から日比谷公園
までのデモが出発した。デモは途中からの参加者をふくめて
700人になった。デモ終了後の発言でチワス・アリさんは
「早朝座り込み」の報告を行い「来年も首相が靖国に参拝する
ようであればわれわれは幾度も抗議のためにやって来る」と
発言した。
　今回の「平和の灯を！ ヤスクニの闇へ」行動は、大きな成
功を収めた。右翼は連日、執拗な妨害と挑発を続けたが、参
加者たちは固い団結でそれをはね返した。「侵略神社」をアジ
ア民衆の抗議の声で包囲する大きな一歩が踏み出されたので
ある。　　　　　　　　　　　　　　　（国富建治／事務局）

８・11～15「平和の灯を！ ヤスクニの闇へ」
キャンドル行動が大きな成功！！

◆今号は、第７・８号の合併号（８ページ）となっています。
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　20回目のピースウイークでした。危機感だけはいつもと
違いましたが、他はいつもと同じ、普段着の企画でした。今
年特筆しておくべきは以下の２点だと思います。
　第１は、講演会の入場者がいつもの倍はあったと感じたこ
と。今年のオープニングは８月１日。前田哲男さんの講演で
テーマは「米軍再編と憲法９条」。主催は「戦争法」に反対す
る市民の会。４日は、長大経済学部教員で憲法学専門の井田
洋子さんの講演で、テーマは「『安全な国家』という論理の落
とし穴」。主催は『いヤバイ！「住基ネット」』。
　いずれも最硬派で活動第一線の市民を対象にしたようなテ
ーマだと思われましたが、参加者は私の予想の２倍はありま
した。「みんな不安の中で、今、専門家の話を聞きたいのでは
ないか」と総括しましたが。
　特筆しておくべき第２は、８月８日のピースクルーズの不
調。乗船者がはるかに予想を下回っていつもは計上している
事務所経費が出ませんでした。原因は原水禁、連合、核禁会
議の三者による原水禁大会の参加者が激減したこと。もっと
も私と玉巻一彦氏が講師をつとめた分科会「平和と核軍縮
（２）──東北アジアの非核化と安全保障（応用・実践編）」は
例年通りの参加者だと思ったのですが。昨年が「被爆60周

年」で、今年は61年目。他人事ではないのですが、「70周年」
は一体どうなるのか。原水禁運動はこれから風化の時代と向
き合うという重大な局面を迎えることになりそうです。
　この２つの事態は以下の点において、やはり驚くに当たら
ない事態だと言わなければなりません。第１点はこれからの
活動に光明を与えます。みんな進行中の事態を正確に把握し
たいと考えているのですから、そういう事態分析の学習会の
機会をきちんと設定していくことが大切だということです。
目下追われっ放しのスケジュールになっていますが、学習を
積み上げて行動へ、また行動から学習の深化へという原則的
な活動のあり方を追求し、またそうできる余裕を持つべきだ
ということを改めて確認することになりました。
　第２点に関しては、論ずべき課題がたくさんあると思いま
す。「反核」をどう構想するのか、誰が担うのかなど、この時
点で原点に返って点検し、再構想しておかないと、将来大変
な事態になる可能性もあると思っています。60年前と同じ
ことを主張していて良い訳がないと思います。時代の変わり
目が顕著ですから、頭も体もリフレッシュして取り組もうと
話し合っています。

（舟越耿一／ピースウイーク実行委員会）

　レバノンでは空爆が続くという厳しい現実の中で広島は今
年、61年目の８・６を迎え、８月５日に「８・６ヒロシマ平
和へのつどい2006」が「ヒロシマ・ナガサキからイラクま
で……。核時代の戦争に抗して」というテーマで全国から
200人あまりの参加で行われました。
　８月４日に原爆認定訴訟の原告41人全員に対し、国に賠
償を求める判決が出たという嬉しいニュースの一方で、神奈
川弁護団の小賀坂徹弁護士より、61年経った今も、国は被爆
者に対して必要な補償を行っていない現実を突きつけられま
した。また、日本国内だけではなく、在外被爆者に対しても
十分な補償がなされていない現実に対し、「被爆者はどこに
いても被爆者」という悲痛な訴えが在ブラジル被爆者からな
されました。
　今年７月に広島で行われた「原爆投下を裁く国際民衆法
廷・広島」の事務局長足立修一弁護士より、この民衆法廷が
行われたのは、アメリカが広島と長崎に原爆を投下したこと
を未だに正当化しており、原爆を正義の武器としていること、
その限りにおいては核兵器廃絶が実現されないと指摘され、
だから、61年前に原爆が投下されたことが国際法に違反す
ることを民衆の手で明らかにし、トルーマン大統領をはじめ
とする15人の被告全員に有罪判決がくだされたことが報告
されました。
　また、８月３日～６日まで広島で行われたICBUW国際大
会のイタリアからの参加者より、NATOがコソボ紛争で劣化

ウラン弾を使用したことにより、NATO軍に従軍した兵士た
ちにも被爆の症状が現れていることなどが報告されました。
また、イラクの科学者は「広島で被爆者たちに出会うことが
できたことに大きな意味がある」と語ってくださいました。
このように「過ちは繰り返しませぬから」と誓いながら、新た
なヒバクシャを生み出し続けているだけではなく、私たちの
国が米軍再編によって新たなアメリカの先制攻撃戦略に荷担
させられようとしていること、米軍再編と９条改悪のスケジ
ュールが一致していることなどがピースデポの梅林宏道さん
から語られました。
　その一方で、これまで爆音訴訟も一度もなかった岩国にお
いて、３月12日に「厚木からの空母艦載機部隊の岩国基地へ
の移駐の賛否を問う住民投票」が行われ、圧倒的多数の反対
票が投じられたこと、全国が今つながれば日米政府に抗して
いけるのではと岩国市議の田村順玄さんが語られました。
　また、「性教育バッシング広島裁判」原告の河野美代子さん
から、米軍再編と９条改悪の動きに呼応して、性教育などに
対してバッシングが行われ、学校現場においても子どもたち
に自分らしく生きることを教えることが阻まれ、「戦争ので
きる国つくり」が着々となされていることが指摘されました。
　被爆61年目に入り、公務員や教育現場から被爆者、戦争
体験者がいなくなるという時代を迎え、私たちがいかに語り
継ぎ、いかに抗していくかが改めて問われているような気が
します。　　（大月純子／ピースリンク広島・呉・岩国 会員）

ヒロシマ・ナガサキからイラクまで……核時代の戦争に抗して

時代の変わり目を感じた──2006年ピースウイーク
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　今年の８月15日の朝、小泉純一郎は靖国神社に参拝しま
した。驚きと怒りをもってこのニュースを受け止めた方は多
いと思います。８. 15靖国参拝は、01年の自民党総裁選の
さいの彼の公約だったわけですが、首相になってからのち、
靖国へ参拝をする事があっても８月15日その日は避けられ
てきました。ところが、総裁の任期切れになる今年、８. 15
参拝が行われるのではないかと云われてきていました。
　問題の８月15日より少し前の12日、なかまと渋谷の氷川
区民会館で「小泉の靖国参拝を許すな！ ８. 12集会」を持ち
ました。発題者は２人。靖国神社の代替施設としてその存在
が取り沙汰されている国立追悼施設を問う、ということで靖
国解体企画から加藤匡通、また、小泉参拝を下から支える社
会の右傾化が、どのような政治家・「文化人」に煽動されてい
るのか、靖国参拝の言論地図、ということで反天皇制運動連
絡会から天野恵一さん。７月の末に報じられた、A級戦犯合
祀に関するヒロヒトの発言についてのメモにも触れられてい
ました。国立追悼施設に関しては、宗教性を極力排除し反
戦・平和の国家日本を強調するあまり、その理念に、日本は
憲法上戦争をしない平和な国なので日本と交戦する国や地域
は平和に反するものである、というとんでもない発想が潜ん
でいることを知ったのは新たな発見でした。集会は、参加者
約30名とこぢんまりとしていましたが、活発な議論もあり

充実していたと思います。また各団体・個人のアピールで、
関西で不当弾圧を受け、集会の直前に奪還されたなかまのメ
ッセージが読み上げられたのは印象深かったです。
　小泉の参拝が報じられたとき、わたしは電車に乗っていた
と思います。もう10数年続いている、靖国での抗議行動に
参加するために集合場所へ向かっていたのでした。毎年行わ
れているこの行動は、従来は昼の12時に行われる黙祷の妨
害・粉砕を目的としたものですが、今年は小泉の参拝が
1985年の中曽根以来の首相の参拝という事もあり、それに
抗議することも射程に入れて設定されました。先づはJR市
ヶ谷駅頭にて、黒字に白で「靖国解体」と書かれた横断幕を広
げての情宣活動。参拝の直後ということもあり、ビラの受け
取りも良かったと聞きます。権力の介入や右翼の目立った妨
害も無く10分程度行ったのち撤収しました。その後は神保
町駅に移動しての抗議行動。靖国からやや遠めの広場に陣取
ったわたし達は、靖国解体・黙祷粉砕のシュプレヒコールを
上げました。遠巻きに囲んでいる機動隊員たちを尻目に、
12時の黙祷の時刻まで居座り続けることが出来たのは一つ
の成功と云えるでしょう。こちらも妨害や介入はほぼ無し。
全行動の参加者は約50名。被弾圧者ゼロ。これからも靖国
を解体するまでたたかっていこうと思います。

（村上らっぱ／靖国解体企画）

　「市民文化フォーラム」は８月15日、東京・日本教育会館
で、「〈抵抗〉の文化をつくりだす」と題して８・15集会を開き、
約５００人が参加した。この８・15集会は、前身の「国民文
化会議」時代から数えて42回目の開催。
　第１部のパネルディスカッションでは、同日強行された小
泉首相の靖国神社参拝が大きなテーマになった。出席者は東
京大学教員の高橋哲哉さんと、作家で沖縄在住の目取真俊さ
ん。司会は東大教員の市野川容孝さんが務めた。
　高橋さんは、この間自民党内などで台頭してきた靖国の非
宗教法人化（国営化）とＡ級戦犯分祀論について、これは中国、
韓国などとの外交問題と政教分離問題の「解決」を通じて首
相の靖国参拝定着、さらに天皇の参拝実現に道を開いていく
可能性が高いとして、「これは過去の戦死者だけの問題では
なくなる」と指摘。陸上自衛隊がイラク派兵決定後に、仮に
現地での戦闘で死者が出たら「戦死者」として靖国に合祀す
ることが可能かどうかを検討していた、との報道にも触れな
がら、「第２次国営靖国神社を21世紀の日本の新たな軍隊の
戦死者の受け皿、慰霊・顕彰施設として、もう一度軍と靖国
神社とのシステムが復活してくる。これはどうしても阻止し
なければならないシナリオなのではないか」と強調した。
　高橋さんはまた、Ａ級戦犯合祀に昭和天皇が不快感を示し
たとされる発言（富田朝彦元宮内庁長官メモ）を根拠に首相

の参拝を批判する議論は、分祀論を勢いづかせることで、中
長期的には天皇の参拝を可能とする方向に作用するとした。
さらに、首相参拝に対しては「まずは憲法原則を立ててこれ
を批判すべきであって、まるで憲法の原則よりも昭和天皇の
言葉の方が権威があるかのような報道は間違っている」と述
べ、政教分離原則の意義に対する再認識が求められていると
主張。国家神道復活の問題は憲法の平和主義だけにかかわる
のではなく、明治憲法下で天皇の「万世一系の統治」が国家神
道イデオロギーに根拠づけられていたことを考えれば、主権
在民を揺るがせにすることにもつながるとした。
　目取真さんは、靖国について「自己陶酔的な空間」とした上
で、「どうしてそこまで酔えるのか。戦場で死んだ仲間たち
はそんなに美しく祀られるような死に方をしたのか」と述べ、
「靖国で会おう」などといった「美しい言葉」で戦争の現実を
美化するのが靖国史観だとした。
　その上で目取真さんは、靖国問題と現在の在日米軍再編問
題が関連づけられて報道・論評されないことに疑問を呈しつ
つ、首相は参拝強行によって意図的に東アジアにおいて排外
的ナショナリズムが噴出する状況を作り出そうとしていると
の見方を提示。「意識的に緊張を作り出すことは、在日米軍
再編を進める側に明らかにプラスだ」と述べた。

（矢島 傑／『社会新報』記者）

靖国解体！◆８. 12集会、８. 15行動報告

報告◉市民文化フォーラム８・15集会
「〈抵抗〉の文化をつくりだす」
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　首相・閣僚らの靖国参拝に反対し、政府主催の8.15「全
国戦没者追悼式」に抗議するために、8団体の呼びかけによ
る「小泉は靖国に行くな！　国家による『慰霊・追悼』反対！
　8・15集会」が、予想を上回る約200人の参加者をえて、
東京・全水道会館で取り組まれた。
　講師は「平和をつくる琉球弧活動センター」で、沖縄の靖国
訴訟の事務局を担っている西尾市郎さんと、民族問題研究者
として、この国に蔓延する排外主義的言説への批判的切り込
みを続けている太田昌国さんのお二人。
　西尾さんは、まず国家のカルトとしての靖国思想について
論じた。さらに、援護法の対象が、戦争にたいする「協力」の
有無によって決まるため、沖縄人自らが被害ではなく協力を
「証言」せざるをえなかったという問題が、沖縄戦における
「集団死」をめぐる議論などにも影響していることを指摘し
た。太田さんは、物事を単純化し思考停止させる小泉的な論
法に対峙していくための文学的想像力の必要性、富田メモと
ヒロヒトの戦争責任、国家と民衆を区別しつつ加害と被害の
重層したありかたを問う歴史認識の必要性などについて語っ
た。
　さまざまなグループからの多彩なアピールをうけ、集会後
のデモに出発。すでに集会中から、会場付近を右翼の街宣車
が回っていたが、この日のデモも例年以上の右翼の「攻撃」に

見舞われることになった。デモ隊が靖国神社に近づくにつれ、
さまざまな右翼グループの姿が増えていく。彼らはしきりに
デモへの突入を試み、随所でもみ合いや混乱がひきおこされ
る。乱闘服姿の機動隊員がデモ隊を囲むようにして割って入
り、右翼を沿道で押さえ込む。幸い、右翼と私たちが直接肉
体的に接触する場面はほとんどなく、怪我人なども出なかっ
たが、ずっと緊張を強いられ続けた。
　この間、私たちを囲い込み、外側では右翼に自由にやらせ
るというのが、警察権力の基本的な警備のあり方である。右
翼の登場を口実に私たちのデモコースをねじ曲げようとした
り、警備をしやすくするための「協力」を警察が公然と要求す
るといった事態も頻発している。ありえないことだが、私た
ちが右翼のデモ隊に突入を試みたとして、それによって受け
るであろう政治弾圧の質を考えれば、問題はよりはっきりす
るだろう。私たちは、自分たちの政治的表現としてあるデモ
を、右翼をも使いつつ萎縮させていこうとする権力のあり方
を許すことはできない。しかし、こうした事態を変えていく
手だては、やはり、私たち自身の態度を原則的に表明し続け
ていくことであり、反天皇制運動の大衆的な展開（拡大）をお
いてないと考える。国家による「慰霊・追悼」空間づくりに
反対する運動は、今後も持続されていかなければならない。
引き続き、共に！　　　　　　　　　（北野 誉／実行委員会）

　８月15日、ダグラス・ラミス氏と喜納昌吉氏の新著『反戦
平和の手帖』の出版記念シンポジウム「わたしたちにできる
こと──米軍再編、沖縄問題、日米同盟」（全水道会館・東京）
に参加した。著者たちと、『日本マスコミ「臆病」の構造　な
ぜ真実が書けないのか』や『9.11テロ捏造 日本と世界を騙
し続ける独裁国家アメリカ』を執筆した在日カナダ人ジャー
ナリストのベンジャミン・フルフォード氏がパネリストとし
て発言した。
　ラミス氏は、04年８月13日の沖縄国際大学への米軍ヘリ
墜落から話しを始めた。墜落後に海兵隊が大学を占拠し地元
の警察や消防も入れず、夜間には憲兵隊が民間人に銃口を向
けて警備にあたっていた暴挙とこれを許したヤマト政府の姿
勢は、米軍とヤマト政府が一緒になって沖縄に基地を押し付
けている構造が顕著に現れた事件だったと語った。「米軍再
編・沖縄問題・日米同盟」について、その根幹にある日米安
保条約について次のように述べた。──「ヤマト政府が安保
条約を結んだのは沖縄の本土『復帰』前のこと。条約締結に
際して、沖縄の人びとの声は聞かれなかったにも関わらず、
この条約で日本が抱える米軍基地の75％が沖縄に置かれた。
ヤマトの人で『沖縄大好き』と言う人も、『じゃあ、基地を一
つ持って帰って』と言うと顔が凍る。平和運動に関わる最近
の若者は、安保はダサいとか怖いとか言って、取り組もうと

しない。『戦争は嫌だ』とか『平和がいい』とか言う人びとも、
結局は『（自分から遠いところにさえあれば）米軍基地がある
平和がいい』と考えているということだ。安保問題を論じな
い平和運動は『逃避的平和主義』に拠るものだ」。
　喜納氏は、米軍再編に関して、中国を睨んだ米国の国益の
ための再編に沖縄や日本が利用されていることは明確なのに、
マスメディアがこの点をきちんと取り上げないと批判。それ
から、「最近の運動は頭がカタイ。新しい発想で、マスコミや
権力が捕まえられない言葉を使っていく必要がある」と述べ
た。
　ベンジャミン氏は、自らの詳細な調査から9.11が米国政
府のでっち上げであったことが明らかになったと話を始め、
自らもジャーナリストとして、対マスコミキャンペーンには
個々人が一通でもいいから記事や報道に対して手紙を書くこ
とが大切だと話した。
　集会は、「平和運動は自己満足のためではない。現状分析
から逃避した運動はやめるべき。『わたしたちにできること』
に対する答えは無数にある。それぞれの参加者が、日本政府
も米国政府もやっていないようなこと、今までやったことが
ないような行動を起こしてほしい」というラミス氏の言葉で
締めくくられた。

（笠原 光／ピープルズ・プラン研究所）

小泉は靖国に行くな！国家による「慰霊・追悼」反対！8.15集会報告

「逃避平和主義」から創造力を使った新しい平和運動づくりへ
８月15日　シンポジウム報告
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運 動 の アディ ……自己紹介メ
　『労働情報』の誕生は1977年、来春には30周年を迎える
労働運動の情報誌です。77年１月、全国的に注目されてい
た争議で職場占拠中だった全金田中機械を会場にした「大阪
集会」で刊行が決定されました。会場の寒さと参加者の熱気
は、いまだ語りぐさになっています。
　95年、それまでの運営組織「労働情報編集委員会」を、協
同組合運動の発想を取り入れた「協同センター・労働情報」
と改変しました。労働運動の情報誌を必要とする読者が、出
資し、利用し、読者を拡大するという形態に変更したのです。
そして、「労働を　生活を　地域を変える」というキャッチフ
レーズに沿った企画を練っています。
　もう一つ、一貫してこだわっているのは、「現場」からの声
です。それは、他の労働専門誌にない特徴です。マスコミに
は取り上げられなくとも、新たな可能性を秘めた小さな闘い
の芽を大切にしてきました。あたかも「数は力」であるかの
ような風潮がますます強まるなかで、今後とも重要だと思っ
ています。それが、「『労働情報』は川上情報」とマスコミに言
われている要因だと思います。
　でも、それも昨年の「JR尼崎脱線事故の号外」が最後かも
しれません。何故なら、当事者自らがインターネットで発信
し始めたからです。特に、この間のブログの急増は、マスコ
ミからの問い合わせ激減ということに現れています。そのよ
うななかで、改めて今、『労働情報』の存在意義や形態が問わ

れているように感じます（そういった現象は「新聞力の低下」
を招いているというマスコミ自身からの指摘も）。
　現在、創刊30周年記念事業の一つとして、創刊以来の「総
目次」づくりの準備を始めました。あらためて、『労働情報』
の財産（人脈・認知度）に感服しています。その財産を、今後、
労働運動を担っている人たちがどう活かすかが問われている
と思います。
　今、あらゆる課題がつばぜり合い状態に入っています。ま
さに分水嶺。非正規労働者の自立した運動も台頭してきてい
ます。そのようななか、必ずしもプラスだけではない『労働
情報』の財産ですが、その全てをひっさげ、乗り移ることな
く、小さくとも労働現場や地域から変革のうねりを創り出す
人々に寄り添った報道を続けたい、出現しつつある新たな流
れと今までの運動とを紡ぐくとができたらと、日々努力して
います。
　「協同センター・労働情報」の発想に共感して下さり、受け
身ではなく、主体的に関わろうという方が一人でも多く名乗
り出て下さる事を願っています。

（浅井真由美／協同センター・労働情報共同代表）

協同センター・労働情報　　〒110-0005 東京都台東
区上野1-1-12 新広小路ビル 4F（Tel：03-3837-2542
／ Fax：03-3837-2544/e-mail：mail@rodojoho.org）

　５月３日の憲法記念日に市民意見広告運動が、「私たちは、
非武装・不戦の憲法9条を変えることに反対です」という全
面意見広告を『読売新聞』『琉球新報』『沖縄タイムス』に出し
ました。そのさい『読売新聞』では、「私たちは、９条を変え
る改憲については、十分で活発な議論が必要であると思いま
す。みなさんの意見を寄せて下さい」と呼びかける一文を掲
載しました。その呼びかけに寄せられた反応は全部で103
件。うち、支持や賛同を表明するのは54件で、質問が８件、
そして改憲賛成の立場から批判や異論を寄せたのが41件で
した。こうして寄せられた意見のなかから（罵詈雑言を除く）
批判・異論の意見を整理、分析し、見解を表明したのが、こ
のパンフレットです。
　整理した批判・異論はつぎのようなものです。①非武装で
侵略されたらどうするのか、②北朝鮮のテポドンや中国の軍
拡に備えるのは当然ではないか、③戦後日本の平和は９条で
はなく、安保体制のおかげではないか、④テロが頻発してい
るのだからテロ対策は必要ではないのか、⑤押しつけられた
憲法を変えるのは当たり前ではないのか、⑥家庭同様、国家
も戸締まりが必要ではないのか、⑦非武装をいうなら、自衛
隊をどうするのか、⑧米軍再編は沖縄の負担を軽減するので
はないか、⑨憲法第96条（改正手続き）に基づいて衆議院に
提出された国民投票法になぜ反対するのか、⑩専守防衛を堅

持するために海外派兵しないことを憲法に明記すべきではな
いのか。
　意見広告運動は、2003年から５回にわたって、意見広告
の掲載を実現してきました。今回のように「対話」を試みる
のははじめてです。この間、改憲に反対する運動が盛り上が
りをみせるなかで、改憲を支持する人たちと対話する必要が、
出てきています。この異論・批判は、メディアなどでもある
「フツー」の意見ですが、これが人口に膾炙し、一般の人びと
の意見・常識になっているという現状があります。こうした
声にひとつひとつ応えていく作業は改憲に反対する運動にた
ずさわる人みなが取組むべきことでしょう。「改憲派」の意見
がかくも画一的なのにたいして、改憲反対派は、憲法につい
て、よりわかりやすく、豊かで多様な切り口を創りだしてい
く必要があります。このパンフの「回答」が、十分なもの、こ
れが「答え」だ、というものではありません。しかし、一人ひ
とりが対話し切り口を見いだしていくうえで、ひとつのヒン
トになるとおもいます。
◆問い合わせ先：〒151-0051　渋谷区千駄ヶ谷4-29- 
12-305　市民の意見30の会・東京（電話・Fax：03- 
3423-0266／郵便振替口座：00110-5-723920  市民
意見広告運動）

（かがりひらく／反改憲運動通信事務局）

「市民意見広告運動」がパンフレットを発刊（１部300円）
『武力で平和は創れない－－改憲必要論についての私たちの見解』




